
＜撮影許可条件＞

 ①撮影以外は一切しないこと

 ②個人情報保護法及び著作権法上の問題は、すべての責を申請者が負うこと

 ③撮影に際しては、建物・備品等に損害を与えないよう、一般のお客さまに迷惑を及ぼさない
  ように注意し、イオンモール事務所の指示に従うこと

 ④撮影などが原因で施設・備品への損害が生じた場合や、撮影に係る事故等が起きた場合は
  すべて申請者の責任により対処すること

（住所）
〒

     当日、撮影前にイオンモール事務所にお越し下さい。 撮影中は必ず撮影許可証を着用の上

   ※自店区画内での撮影についても必ず申請ください。
   ※外部業者による撮影の際は「工事・業者作業届出書」も合わせてご提出ください。

担当者印 決裁者印

撮影場所

イオンモール甲府昭和撮影許可申請書

   年    月    日

イオンモール甲府昭和
ゼネラルマネージャー殿

   下記の通り、イオンモール甲府昭和敷地内にて撮影を申請いたします。なお、撮影にあたり
   撮影許可条件を遵守し、撮影を行います。

撮影日時     年   月   日  /     ：    ～    ：

内容・目的

社名/テナント名

担当者氏名

連絡先

TEL：

お問合せ先：０５５－２６９－５１００（イオンモール甲府昭和代表）

   ※撮影申請許可後、イオンモール事務所にて「撮影許可証」を配布いたします。

     撮影を行うようお願い致します。撮影終了後は撮影許可証のご返却をお願いします。

許可 ・ 不許可


